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第２９０回長崎県南部海区漁業調整委員会議事録

１．開催年月日 令和４年８月２４日（水） １４：００～１５：１５

２．通知年月日 令和４年８月１７日（水）

３．公示年月日 令和４年８月１７日（水）

４．開 催 場 所 長崎市尾上町３－１

長崎県庁 １階 大会議室Ａ

５．出 席 者（委 員）吉谷会長、吉本委員、本西委員、野田委員、村田委員、

岡部委員、松尾委員、小林委員、中澤委員、浅川委員、

岡村委員、山外委員、五島委員、松下委員

       （事務局）古原事務局長、市山課長補佐、

渡辺係長、山下係長、吉川書記

（長崎県）漁業振興課 松本企画監

資源管理班 石田主任技師

漁業調整班 笹山課長補佐、藤田主任主事

西村主任技師、円口技師

            漁港漁場課 漁場・環境計画班 山道係長

６．議 題

第１号議案 「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成（栽培漁業）

に関する基本計画」の策定について（諮問）

第２号議案 長崎県南部海区漁業調整委員会指示｢動力船を使用するつりによる

いかの採捕の制限｣の発動について

第３号議案 新規の漁業許可に係る制限措置等の公示について（諮問）

第４号議案 長崎県漁業調整規則の一部改正について（諮問）

第５号議案 県営魚礁の設置に係る漁業調整上の支障の有無について

第６号議案 長崎県資源管理方針の変更について（諮問）

その他

７．議 事

（開 会）

事務局

会 長

事務局

定刻となりましたので、ただ今より第２９０回長崎県南部海区漁

業調整委員会を開催いたします。

まず、初めに吉谷会長よりご挨拶をお願いいたします。

  （会長挨拶）

それでは、議事に入ります前に、本日の委員の出欠について事務

局より報告願います。

本日は、菊地委員が欠席されております。定員１５名中、１４名
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会 長

事務局

の委員の出席となっております。

出席者が過半数を超えておりますので、漁業法第１４５条第１項

の規定により本委員会が成立しておりますことをご報告いたしま

す。

また、本日は第１号議案の説明のため、漁業振興課資源管理班、

石田主任技師、第２～４号議案の説明のため、同課漁業調整班、笹

山課長補佐、藤田主任主事、西村主任技師、円口技師、第５号議案

の説明のため、漁港漁場課、山道係長が出席しておりますのでご紹

介します。

  これより議事に入ります。

本日の議事録署名人は、慣例に従いまして、私の方から指名しま

す。

本日の議事録署名人は、「岡部委員」と「村田委員」にお願いし

ます。

今回の議題は、お手元の資料のとおり、

〇 第１号議案

「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成（栽培

漁業）に関する基本計画」の策定について（諮問）

〇 第２号議案

長崎県南部海区漁業調整委員会指示 ｢動力船を使用するつりに

よるいかの採捕の制限｣の発動について

〇 第３号議案

新規の漁業許可に係る制限措置等の公示について（諮問）

○ 第４号議案

長崎県漁業調整規則の一部改正について（諮問）

○ 第５号議案

県営魚礁の設置に係る漁業調整上の支障の有無について

○ 第６号議案

長崎県資源管理方針の変更について（諮問）

○ その他

となっております。

それでは、

第１号議案

「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成（栽培

漁業）に関する基本計画」の策定について（諮問）

を上程します。

事務局の説明を求めます。

それでは、お手元の資料の４ページをご覧下さい。県から第１号

議案の諮問文が参っておりますので、朗読させていただきます。

（諮問文朗読）



- 3 -

漁業振興

課

会 長

小林委員

漁業振興

課

小林委員

漁業振興

課

会 長

松尾委員

また、資料５ページに関連する資料を添付しております。

県担当者からご説明いたします。

・第８次長崎県栽培漁業基本計画（案）の概要について、「第１

水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関す

る指針」から「第６ その他水産動物の種苗の生産及び放流並

びに水産動物の育成に関し必要な事項」について項目毎に内容

説明。

・「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成（栽

培漁業）に関する基本計画」の新旧対照表により、変更箇所

を説明。

ただいま、説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

新旧対照表の 10 ページの広域回遊種でヒラメが外され、また、

１４ページのホシガレイが第８次から削除されているが理由は。

県として、ヒラメは小さいとき２、３才位までは余り動かないの

ではないかということが、各栽振協の協力で取り組んできた県単事

業で分かってきました。２、３才までは沿岸性種と考えられ、漁獲

量がそのサイズであり、それより大きくなると県境を越え広域回遊

となり位置付けが難しいことから敢えて外したものです。

また、ホシガレイを廃止したのは、県は１０年以上、放流に取り

組んできましたが、漁獲量は減少傾向であります。一方で、放流魚

の回収率は高いものの放流魚が親となって再生産につながってお

らず効果として見えてきていません。このまま放流を継続しても資

源は増えないのではないか。また、ホシガレイは冷水塊の魚種で近

年の環境変化が資源に影響を与えている可能性が考えられること

を踏まえ、今回廃止とするものです。

ホシガレイは手を上げるということか。

県として取り組まない。一方で、ホシガレイを廃止することで他

の魚種に注力していくことができ、重点化ということです。

他にご意見はありませんか。

種苗放流の第４のところに、放流の適正化とあるが、ナマコはま

だ確立していない。まず、今の現状で放流時期も悪いし、今まで

１０万個放流していってもほとんど１割位しか残らない状態。今や

っと試験場の平野さんが来て、いろいろ放流方法だったり、どうし

たら効果的な放流になるかを調べている最中。如何にそれを確立し

ていい状態で放流実効があるようにできるよう、早く見つけて頂き

たい。

別に、普及センターも筏に吊るして１０月までに大きくなるか検

討中。ここ２、３年、ナマコの不漁が続いており、漁民さんの興味
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漁業振興

課

会 長

松下委員

漁業振興

課

松下委員

会 長

全委員

会 長

があって一生懸命協力しているが、なかなか実態が見えてこない。

何とかいろんな会社の意見を聴いていい方法が見つかればなと思

って、もう少し急いでいただければなとの想いで述べました。

今、水産試験場でＤＮＡ標識の手法を用いてナマコの放流効果を

取り組んでいるが、まだ研究途中でなかなか皆様にお示しできると

ころまで至ってない状況です。

そういった中で、効率的な放流手法の確立を急いで欲しいという

ご意見をいただきました。我々も話し合いながら詰めてきていると

ころですので、引き続き、最適な放流方法を早めに確立するよう努

めてまいりたい。

他にご意見はありませんか。

１５ページや２９ページに種苗放流数の目標が書かれているが、

何故、数値を設定したのか、別のところで説明がされるのかどうか。

計画を作成するにあたって、県の諮問機関である会議を通じ関係

する地域栽培協議会で皆様と意見交換し説明させていただいた。

第７次の種苗放流数目標の設定には、１５ページにある混入率

１０％以上が見込まれる放流数量を目標としました。一方で第８次

はすべての魚種で第７次より下回っている状況で、何故、このよう

に設定したのかというと、現状として受益者が負担できる上限、公

的な機関の予算の上限もあり、第７次は高めの目標となっていま

す。

現状の放流数についても魚種の放流効果は大小ありますが、一定

の放流効果が分かってきましたので、種苗生産ができる制約、放流

の予算の制約もある中で、それを踏まえ、現状の規模を維持するこ

とで一定の効果を上げられるだろうと考えました。現状、令和２年

度の実績だったり、今後見込まれる放流数であったり、魚種によっ

て違いますのでが、それを現状の規模としてここに種苗放流数量と

して位置付けています。

予算であったり、技術的な問題だったり、重々承知している。

どうしてこの数値が設定されたのだろうか、現状はどうなってい

るのか、どこかに説明できるものがないと、いきなりこの数値は厳

しいので、そういった準備が必要ではないかと思いました。以上。

他にご意見はありませんか。

（意見なし）

他にご意見等もないようですので、議案ごとに議決をとることと

します。

第１号議案「「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成（栽培漁業）に関する基本計画」の策定について（諮問）」につ
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全委員

会 長

会 長

事務局

会 長

五島委員

漁業振興

課

漁業振興

課

事務局

会 長

いては、諮問原案どおり策定して差し支えない旨、答申することに

ご異議ございませんか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第１号議案「「水産動物の種苗の生

産及び放流並びに水産動物の育成（栽培漁業）に関する基本計画」

の策定について（諮問）」については、諮問原案どおり策定して差

し支えない旨、答申することに決定しました。

続きまして、第２号議案「長崎県南部海区漁業調整委員会指示｢動

力船を使用するつりによるいかの採捕の制限｣の発動について」を

上程します。

事務局の説明を求めます。

令和４年５月 20 日付けで長崎県水産部長から長崎県南部海区漁

業調整委員会会長あて、海区漁業調整委員会指示｢動力船を使用す

るつりによるいかの採捕の制限｣の発動要請があり、６月１日に開

催した漁業調整委員会において皆様にお諮りした結果、６月２日付

で長崎県海面利用協議会あて意見を聞いておりました。そして、８

月９日付けで海面利用協議会から意見が提出されましたので、朗読

させていただきます。

（長崎県海面利用協議会から提出された意見を朗読）

ただいま説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

この案件は県から要請されて県南海区としては委員会指示を発

動するのは支障ないが、海面利用協議会の意見を聞く必要があるか

ら、その意見をもってまた検討しますということで、内容について

は前回と確か同じということか。

そのとおりでございます。

海面利用協議会に指示を発動していいか諮問した結果、異議はな

い旨の回答がありましたので、今回、６月１日にご提出しました案

のとおりでお諮りしているものです。

海面利用協議会に指示の発動について諮ったのは、委員会指示は

遊漁者も対象となることからです。異議はないと回答いただき、３

９、４０ページのとおり１１月４日から１１月３日までを５ケ年間

の指示を発動することで、ご決定をいただければと思っています。

ということですので、前回も図っており意見等はありませんか。
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全委員

会 長

全委員

会 長

会 長

事務局

漁業振興

課

会 長

岡部委員

漁業振興

課

岡部委員

（意見等なし）

他にご意見等もないようですので、第２号議案「長崎県南部海区

漁業調整委員会指示｢動力船を使用するつりによるいかの採捕の制

限｣の発動について」は、原案どおり委員会指示を発動することに

ご異議ございませんか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第２号議案「長崎県南部海区漁業調

整委員会指示｢動力船を使用するつりによるいかの採捕の制限 ｣の

発動について」は、原案どおり委員会指示を発動することに決定し

ました。

続きまして、第３号議案「新規の漁業許可に係る制限措置等の公

示について（諮問）」を上程します。

事務局の説明を求めます。

第３号議案について、お手元の資料の 42 ページをご覧下さい。

県から諮問文が参っておりますので、朗読させていただきます。

（諮問文朗読）

また、お手元の資料 43 ページから関連する資料を添付しており

ますので、県担当者（漁業調整班）から説明いたします。

・新規許可申請を受け付ける漁業（案）により説明。

・あわび漁業ほか５漁業について諮問。

ただいま、説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

ご意見等はありませんか。

４３ページ、アワビ漁業とナマコ漁業で、アワビ漁業は漁業時期

が１２月２１日から１０月３１日、有効期限は許可日から令和７年

１２月２０日まで。ちょうど漁業時期の前日。ナマコ漁業は１１月

１日から３月３１日で許可有効期限が１１月３０日で、許可有効期

限が１箇月重複する。

次のページの網場地区については許可日と合わたいというで

１１月 1 日にずらしたと説明がありましたが、アワビ漁業の許可前

日までというのが一般的だが、ナマコ漁業が１１月１日なのに有効

期限が１１月３０日なのは何か意味はありますか。

許可の有効期限ですが、令和２年の漁業法改正があり、その施行

にあわせた経緯があります。特別な意味はありません。

許可の在り方を見てて、一般論と言ったら期限は１２月２１日か
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会 長

全委員

会 長

全委員

会 長

会 長

事務局

漁業振興

課

会 長

岡部委員

漁業振興

課

らなので、前日の１２月の２０日まで、初年度は仕方ないが、新規

に次の延長期間とするとき、一般論的には前日までかなと感じたの

で、他の許可と比較して今後検討して下さい。

他にご意見等ございませんか。

（意見等なし）

他にご意見等もないようですので、第３号議案「新規の漁業許可

に係る制限措置等の公示について（諮問）」については、諮問原案

どおり公示して差し支えない旨、答申してよろしいでしょうか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第３号議案「新規の漁業許可に係る

制限措置等の公示について（諮問）」については、諮問原案どおり

公示することに差し支えない旨、答申することに決定しました。

続きまして、第４号議案「長崎県漁業調整規則の一部改正につい

て（諮問）」を上程します。

事務局の説明を求めます。

第４号議案について、お手元の資料の 48 ページをご覧下さい。

県から諮問文が参っておりますので、朗読させていただきます。

（諮問文朗読）

また、お手元の資料 49 ページから関連する資料を添付しており

ますので、県担当者（漁業調整班）から説明いたします。

・長崎県漁業調整規則の一部改正の概要、新旧対照表、周知チラ

シ案により説明。

・改正の内容は、「やす」の定義に「発射装置を有するもの」が

含まれないことを明記。

ただいま、説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

ご意見等ございませんか。

周知チラシ案の中で、上段にもり（発射装置付きやすを含む）、

ということは「もり」ということと発射装置付きやすは別物と思う

が、具体的にもう少し具体的に教えて下さい。

発射装置付きやすは、投射して突き刺す場合を言うもので、投射

する行為となると上段に書いてあるとおり、本県で禁止するもので

「もり」に該当します。
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岡部委員

漁業振興

課

岡部委員

漁業振興

課

今までが使用していい漁具で「やす、は具」で、やすはどれまで

をやすというのか。発射装置があるもの。絵でいったら三本あれば

やす、一本がもりというようであれば分かりやすい。もっと具体的

に「やす」とは何ぞや、「もり」とは何ぞや。分かりますか。

それについては、大日本漁具図に刺突漁具の説明がありますが、

あくまで「やす」というのは手に持って把持、刺突する漁具、一方

「もり」は投射して突き刺すものとなっております。従って、「や

す」は手に持って突くものという定義となっている。

もり、やすと書いて、「発射装置付き」と「なし」のやすが二種

類ありますとなったとき、殆どの遊漁者が普段使っているのが三段

繋ぎぐらいの長い柄で魚に突き刺さった刃先だけが紐でつながっ

ているのが殆ど。ちょっといえばこれは「もり」である。ここで「発

射装置付き」となったとき、「もり」と「やす」の違いが分からな

くなる。

漁協、組合員は遊漁者と付き合うので、組合員に正確な情報を提

供して、トラブルのないよう、しっかりとした知識のもとに接して

いかなければならない。県としてこのように取り組んでいただくこ

とはありがたい。制限するとき、現場を見れないので、海に入ると

きに注意ができない。上がってくるときに魚を持っていなければ分

からないが、「もり」を持っている人に注意ができる。道具を持っ

て入ることがだめですよというような制限をかけていただければ

トラブルが少ないのでは。

また、１３日の長崎新聞で遊漁者が協議会を作る動きがあるとの

ことで、県もその団体と協議するのか検討中とのことだが、できれ

れば教えて欲しい。

これまで県では「やす」の定義の問い合わせについて具体的に説

明してきましたが、新聞報道にあるとおり、その点が分かりずらか

ったのか、長崎ではゴムで発射することを認めていたんだと拡大解

釈する方もいるのが分かりました。今までは分かりずらいので分か

りやすい表現に、漁具そのもので誰でも分かるような表現に今回改

めています。

それと周知の仕方ですが、委員からしっかりと言っていただいた

とおり、釣り具、漁具店にもチラシを含めしっかり周知したいと思

いますし、新聞説明にあった遊漁者団体もありますので、その方々

にも直接我々の規制の内容に理解をいただけるよう働きかける考

えもあります。

そういった多くの問い合わせがメール上でも来ており、そういっ

た方々にも丁寧に説明を続けていきます。

また、新聞にあった団体との協議については、彼らは他県の事例

を示して漁業者とも磯焼けで共存共栄したいと思っているので、今

後何をしようとするのかをしっかり聞いたうえでその中身によっ

て、対応を検討していきたいのでご理解願います。
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岡部委員

松下委員

会 長

会 長

全委員

会 長

全委員

会 長

会 長

事務局

漁港漁場

今回のもりについては、私は浜で一度もりをもっている大学生と

接した。やはり危険だが、穏やかに接して注意した。漁業者と遊漁

者のトラブルは近年増えている。こういう取り組みをしていただく

のは、漁業界としては助かる。いままでのこともあるので丁寧にし

っかり説明し、漁業現場が混乱しないよう取り組んでいただければ

と思います。よろしくお願いします。

大変な問題に対処され、敬意を表します。こういった漁具の分類

ができたのは、水産業が興成だった１９６０年代から７０年代で、

そのころ「もり」はクジラやイルカを突くのが「もり」で、それよ

り小さい磯魚を突くのが「やす」、丁度このころゴムの素材が普通

の人でも使えるようになり、「やす」にゴムをつけることができる

ようになった。分類としては、「もり」と「やす」と「やすに発射

装置付きの所謂「もり」」の分け方になってしまうので、そこらへ

んでうまく説明していただければ良いなと思いました。

その辺については、水産部で十分検討し対応して欲しい。

他にご意見等ございませんか。

（異議なし）

他にご異議等もないようですので、第４号議案「長崎県漁業調整

規則の一部改正について（諮問）」については、諮問原案どおり改

正して差し支えない旨、答申することにご異議ございませんか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第４号議案「長崎県漁業調整規則の

一部改正について（諮問）」については、諮問原案どおり改正して

差し支えない旨、答申することに決定しました。

続きまして、第５号議案「県営魚礁の設置に係る漁業調整上の支

障の有無について」を上程します。

事務局の説明を求めます。

第５号議案について、お手元の資料の 54 ページをご覧下さい。

県から依頼文が参っておりますので、朗読させていただきます。

（依頼文朗読）

また、お手元の資料 55 ページから関連する資料を添付しており

ますので、県担当者（漁港漁場課）から説明いたします。

・令和４年度長崎南地区大型魚施用設置計画の概要、同整備予



- 10 -

課

会 長

全委員

会 長

全委員

会 長

全委員

会 長

会 長

事務局

漁業振興

課

会 長

岡部委員

漁業振興

定箇所について説明。

・本年度から特定漁港魚場整備事業計画に基づき実施し、これ

まで８５０箇所整備した中で効果が出ているものから県内８

地区を実施。

ただいま、説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

（審議）

他にご意見等ございませんか。

（異議なし）

他にご異議等もないようですので、第５号議案「県営魚礁の設置

に係る漁業調整上の支障の有無について」については、漁業調整上

の支障は無い旨、回答してよろしいでしょうか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第５号議案「県営魚礁の設置に係る

漁業調整上の支障の有無について」については、漁業調整上の支障

は無い旨、回答することに決定しました。

続きまして、第６号議案「長崎県資源管理方針の変更について（諮

問）」を上程します。

事務局の説明を求めます。

第６号議案について、お手元の資料の 58 ページをご覧下さい。

県から諮問文が参っておりますので、朗読させていただきます。

（諮問文朗読）

また、お手元の資料 59 ページから関連する資料を添付しており

ますので、県担当者（資源管理班）から説明いたします。

・長崎県資源管理方針の変更内容については、別紙２において１

３魚種を新規に追加。

・追加魚種一覧、新旧対照表、長崎県資源管理方針（案）により

変更箇所を説明。

ただいま、説明がありましたこのことについて、ご審議願います。

資源水準が低位を中位以上の目標にするには何か手立てをうつ

のか。

手法として、第３の項目になりますが漁獲可能量による管理以外
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課

岡部委員

漁業振興

課

岡部委員

の手法による資源管理で、まずは法的規制、加えて資源管理協定の

締結促進を進めてまいります。

さらに資源管理協定に基づいて報告される情報を資源評価に生

かせるよう努めることで、資源管理の目標を目指していきます。

目標を上げるということ。漁船隻数２万隻にするとか、現場が混

乱することがない手法の部分が明記されてきた。但しＴＡＣ魚種を

増やしている中で、上位４魚種についてはＭＳＹを下回る評価をさ

れていると、これは漁獲数量をかなり抑えた漁獲可能量と数値化さ

れてくる。

今、漁業界はですね、ＴＡＣという言葉が漁業規制、漁獲制限の

聞こえ方をしている。クロマグロの取組の中でも。

今の説明の中でも、やはり現状として先日出したマイワシの専獲

回避をして下さいと言う水産部長からの指導文書、協力文書という

位置付けかもしれないが、受け取る側は指導文書という捉え方をす

ると思う。獲らないでと言われたと捉える。ですので、今、数量制

限を受ける部分は一番不安を持っている。一番やりやすいのが漁獲

制限だが、将来にとって漁獲制限が本当に効果あるよねと進むとい

いのですが、いきなり「これまでです」と、言われたら漁業への就

業意欲も懸念される。

そこで漁獲制限を出すのでなく、資源をどうやって増やすのか。

漁獲制限に偏ると漁業経営はやっていけない声とのがある。しっか

り取り組んで、出来ればマイワシの前に触れて欲しかった感想で

す。

マイワシは長崎県の場合、数量の明示県でありません。現状水準

で何トンで獲っていい県となっています。そのような中で７月ま

で、マイワシは早い段階で積み上がり、ＴＡＣの中で目安数量をす

でに７月後半時点で超えている状況が発生しました。この状況を踏

まえ、漁業法上の制度上、採捕停止云々というところで措置される

ことはないが、全国で見た場合には数量明示県では県の積み上がり

をもってＴＡＣの枠を消化していくのはよろしくない状況もあり、

国からの指導を踏まえ、県として８月 18 日付けで県内の全小型、

中型まき網の許可受有者、関係漁協に向けて水産部長名で漁場の移

動等による混獲の回避、専獲の回避をお願いという形で発出させて

いただいた。指導文書は以上の経緯があります。

６,４００トンの現状水準の数字の中で、今７，５００トン、７

月まで積みあがっている。もうひとつ１-１２月までの中で８月１

８日時点、８月の残り１０日を残した時点で控えて下さい。１年の

２／３にしか経過していない。残り１／３年で、現状維持の待遇で

すので、増枠申請も通らない中で、あと４ケ月を残したことで文書

を出さなければならなかったということですか。

今後、他の魚種についてもＴＡＣ魚種が増えていくため、国の指

導で県は取り組まなければいけなかったということで、漁業現場に

そういう指導をしなければならない。まぐろはそれ以上の現象がお
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全委員

会 長

全委員

会 長

全委員

会 長

会 長

吉本委員

漁業振興

課

会 長

きていますが。そのままでいいとは漁業現場では思えないので、い

ろいろと検討しなければならないと思っている。

（審議）

他にご意見等ございませんか。

（異議なし）

他にご異議等もないようですので、第６号議案「長崎県資源管理

方針の変更について（諮問）」については、諮問原案どおり変更し

て差し支えない旨、答申することにご異議ございませんか。

（異議なし）

ご異議もないようですので、第６号議案「長崎県資源管理方針の

変更について（諮問）」については、諮問原案どおり改正して差し

支えない旨、答申することに決定しました。

続きまして、その他の件とします。

委員の方からありませんか。

要望です、議事録に残してただくものでない。

第一号議案で放流計画の議案があり、基本計画、目標数量があっ

たが、漁協者が減ったり漁獲が減ったりして各地域の栽振協は非常

に負担が重くなっている。それを踏まえ、達成が可能なのか。目標

で良いが。行政の協力なしでこの数量確保は厳しい。

その中でガザミ C1 の２００万尾の放流は、佐賀県で盛んだが効

果が分からない。後日で良いのでご教授願いたい。

栽培センターの話でも種苗の出来の良し悪しがあり、不安定、老

朽化もあり施設の縮小があるのか、後日ご教授お願いしたい。

緊密に連携が必要なので、各地の状況について説明いただきた

い。

ご質問のあったガザミの C1・C3、栽培センターについては、後

日整理して回答したい。

また、放流数量について県の支援は財政状況が厳しいところで

す。そういった中で皆さんと知恵を出しながらやっていこうと思っ

ております。

栽培基本計画については担当者が皆様と意見交換してきたこと

でご理解願います。

今後も栽培漁業、資源管理については、皆様とスクラム組んで知

恵を出しながら取り組んでいきたい。

ほかにありませんか。
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松尾委員

事務局

松尾委員

漁業振興

課

会 長

事務局

会 長

できれば、県は珪藻濃度を検査項目にいれていただければなと思

いまして意見を述べました。お願いします。

追って、珪藻濃度について、水産試験場の方に聞いてみたいと思

いますし、磯焼けが進み餌料が少なくなっていると思いますが、磯

焼け対策もしっかりやっております。

珪藻濃度は磯焼けと違う。波板を２週間、海に吊るしておくと

珪藻が湧くんですよね。その濃度をどこが多いのか少ないのか、今

のデータでは表してくれないので分からない。

産卵礁に適した場所に巣を作ったりするにデータがあると、そこ

に魚礁を作り稚魚が生まれやすいので検査項目に調べて欲しい。

普及センター、試験場と相談し、どこまでできるかを含め、ご意

見は受けたまりました。

事務局から何かありませんか。

次回、９月開催予定、「全漁調連会報」の配布を報告した。

それでは、これをもちまして、第２９０回長崎県南部海区漁業調

整委員会を閉会いたします。

＜閉 会：１５：５５＞


